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(4) 不良債権処理の進捗状況 

15 年度の与信関係費用(不良債権処理損失額＋貸倒引当金等の戻入益)につきまして

は、不良債権問題の抜本的解決に向け、16 年度に不良債権比率を半減させるという目

標を前倒しで達成すべく、最終処理を促進したほか、破綻懸念先および要管理先で引当

を一段と強化したことにより、8,034 億円となりました。 

破綻懸念以下先の債権につきましては、15 年度に 2 兆 4,437 億円のオフバランス化

を実施したほか、要管理債権につきましても 15 年 3 月末比 1 兆 3,600 億円の減少とな

ったことから、16 年 3 月末の金融再生法に基づく不良債権残高は 2 兆 8,112 億円と 15

年 3 月末対比 2 兆 4,501 億円の大幅削減となりました。また、不良債権比率につきまし

ても、5.0％(15 年 3 月末比△3.4％)と順調に低下いたしました。 

 当行といたしましては、金融再生プログラムの趣旨をふまえ、16 年度末における不

良債権比率の半減にむけて、バランスシートの更なるクリーンアップを進めるべく、引

続き不良債権残高の削減に取り組んでまいります。 

なお、経済合理性、経営責任の明確化、社会的影響を考慮した上で、15 年度におき

ましては、14 社で 3,230 億円の債権放棄を実施しております。 

 

(5) 国内向け貸出の進捗状況 

[16 年 3 月期の実績等の状況]  

16 年 3 月期における国内貸出（インパクトローンを除く実勢ベース）は、国庫向け

貸出の減少等を主因に15 年 3 月末対比 2 兆 8,218 億円の減少となりましたが、16 年 3

月期の中小企業向け貸出は、各種施策を講じてきた結果、15 年 3 月末比 2,619 億円の

増加と計画を 1,919 億円上回る実績となりました。 

なお、早期健全化法に規定されている中小企業向け貸出の趣旨に反するような貸出は

含まれておりません。 

[15 年度下期の中小企業向け貸出の増強に向けた取組について]  

健全な経営内容の中小企業に対して円滑な資金供給を行うことは、金融機関の社会的


